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１． 事業者名及び代表者名

２． 所在地

３． 会社履歴

４． 環境管理の責任者及び担当者氏名、連絡先

５． 事業の概要

６．

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

古紙　4,682,890 古紙　5,661,190 古紙　6,377,150  古紙　6,325,050

古布    160,130 古布    220,200 古布　　176,750 古布    114,360 

合計  4,843,020 合計  5,881,390 合計  6,553,900 合計  6,439,410

354,572,613 330,000,000 33,000,000 374,320,347 402,469,711
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948 948 948 948 948

７．

許可番号 第02201173787号

登録年月日 平成25年9月19日

有効年月日 令和5年9月19日

登録番号 第427-2号

登録年月日 平成26年10月31日

登録番号 8 第460号

登録年月日 令和5年5月21日

８．
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①
②

運
搬
車
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浄化槽保守点検業者登録

許可の名称

静岡県産業廃棄物
収集運搬業許可
（積替え保管除く）

許可有効期間等

静岡県計量証明事業登録

許可事業の範囲

・廃プラスチック類（石綿含有廃棄物を除く）
・紙くず

事業の為の許可取得状況

施設の状況（車両と設備）

株式会社　東部サービスセンター

従業員数（人）

延床面積(㎡）

事業年度　当年4月～翌年3月

売上高（円）

静岡県沼津市岡宮1205-1

古紙収集運搬量(Kg) 4,128,674

Ⅰ　組織の概要

事業の規模（事業年度：当年4月～翌年3月）

　　E-mail  tsc-info@gp.is.dream.jp

連絡先：TEL 055-925-1911

代表取締役：　加藤治美

法人設立　平成8年4月26日

資本金　1000万円

環境管理責任者：　リサイクル事業部　渡邉陽子

担当者：リサイクル事業部　渡邉陽子

・古紙の回収・圧縮、古布回収

対象組織　　（株）東部サービスセンターの全組織

パッカー車 4t  （収集運搬許可車両）

トラック（平ボディ） 2t（収集運搬許可車両）

アームロール車 3t　（収集運搬許可車両）

フォークリフト

軽自動車

ひょう量

SW770(DB)100H

パッカー車 2t  （収集運搬許可車両）

対象範囲　　リサイクル業

計量器

営業車

圧縮機

作業車両

認証対象範囲



10.圧縮機の処理能力
古紙４０ｔ／日（８時間）

11.処理工程図

（古紙）

（古布）

12.

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 一本松リサイクルボックス

15 東間門リサイクルボックス

16 西島町リサイクルボックス

17 第一大平リサイクルボックス

18 第二大平リサイクルボックス

19 伏見リサイクルボックス

20 的場リサイクルボックス

21 大土肥リサイクルボックス

22 間宮リサイクルボックス

23 東本町リサイクルボックス

24

25

26

27

13.

佐野リサイクルボックス

稲荷リサイクルボックス

麦塚リサイクルボックス

伊豆島田リサイクルボックス

沼津市西島町1031-2の一部

沼津市大平2874-172

駿東郡清水町伏見807-1、同町新宿177-4

田方郡函南町大土肥96-1

沼津市鳥谷404-7

田方郡函南町間宮字西垂桶487

三島市東本町2-805-1北側の一部

伊豆の国市北江間字壱丁田513-1,513-2

沼津市大平字出城山45-1

松長リサイクルボックス

御宿リサイクルボックス

沼津市松長701-6

御殿場市新橋字石上原705-1の一部

裾野市御宿字下ノ畑429-17

裾野市伊豆島田字小南826-2

沼津市大岡字西町3820-1他3筆

沼津市西沢田624-2,626-2

駿東郡清水町的場字前田152-1,152-2

沼津市東椎路字春の木1845,896-3

裾野市佐野489-2の一部

裾野市稲荷223-17

裾野市麦塚字山神所34-1

門池リサイクルボックス

第一西沢田リサイクルボックス

古紙リサイクルボックス所在地（令和4年8月現在）

吉久保リサイクルボックス

名称

川島田リサイクルボックス

第二新橋リサイクルボックス

第一新橋リサイクルボックス

住所

駿東郡小山町吉久保字三ヶ久保168-1他4筆

御殿場市川島田字湯沢平1476-2

御殿場市新橋2029-11

東椎路リサイクルボックス

沼津市一本松478南側の一部

沼津市東間門132-7

レポートの対象期間及び発行日

北江間リサイクルボックス

第二西沢田リサイクルボックス 沼津市西沢田329-1

対象期間（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

発行日（令和5年8月1日）

西椎路リサイクルボックス

鳥谷リサイクルボックス

沼津市西椎路395-1

回収 受入 圧縮
再生

（販売）
リサイクルボックス

排出事業者

回収 受入
再生

（販売）



対象範囲：全組織・全活動

＜環境管理組織における機能＞
経営責任者

① 環境経営全般に対しての責任と権限
② 環境方針の作成と社員への周知
③ 全体の評価と見直し
④ 実施体制の構築
⑤ 経営の課題とチャンスの明確化

環境管理責任者
① 環境経営活動の推進
② 環境目標及び環境計画の作成
③ 環境経営推進会議の実施
④ 経営者への進捗報告

EA-21活動事務局
① 各部門のデータのまとめ
② 活動計画の予実績管理
③ 環境負荷・環境への取組みの自己チェックの実施
④ 環境管理責任者補佐
⑤ 法規制最新版管理
⑥ 文書・記録の管理

各部門
① 環境計画の実施
② 月別部門データの集計
③ 問題点の把握と是正の実施
④ 推進会議の出席
⑤ 従業員教育

木村　昌弘 木村　昌弘 加藤　治

EA-21活動事務局

事務

エコリーダー エコリーダーエコリーダー

収集・運搬部門 収集・運搬部門 工場部門

Ⅱ　実施体制

杉山　俊乃

加藤　治美

環境管理責任者

経営責任者

リサイクル事業部　

代表取締役社長

作成日：令和5年8月1日
作成者：渡邉　陽子

渡邉　陽子



1．

1）

2）

3）

2． 環境に配慮した物品の調達と地域社会への取組
1）

2）

3． 環境関連法規制等の遵守

4． 環境コミニュケーションの積極的実施

5． 環境経営の継続的改善

6．

制定日
株式会社 東部サービスセンター
代表取締役社長　加藤　治美　

古紙リサイクルボックスの利用者に、分別排出の指導・支援に努めます。

社内では、全従業員が、この環境方針を周知し、全社員参画による取り組みを展開します。

令和2年8月18日

全員で環境保全活動を展開し、二酸化炭素排出量、廃棄物排出量、総排水量の削
減に努めます

社外においては、環境活動レポートを公開し、利害関係者とのより良いコミニュケーションを
実践します。古紙リサイクルボックスを運営し、地域社会に貢献します。

廃棄物処理事業の取り組みを中心に環境経営の継続的改善を行います。

環境関連法規制及びその他の規制を遵守致します。　　

事務用品や用度品のグリーン購入に努めます。

自社及び収集・運搬廃棄物のリサイクル向上に努めます。

全車両にタコグラフを装着し、軽油・ガソリンの使用量削減に努めます。

　当社は、環境理念に基づき以下の基本方針を定め、環境負荷を軽減すると共に、環境
に配慮した継続的な活動を展開いたします。

節電を強化し、電力使用量の削減に努めます。

Ⅲ　　環境経営方針

当社は、浄化槽の保守点検（外注委託）を行うことにより、地域の自然環境を守ってまい
りました。又、資源ごみの収集運搬などのリサイクル事業を通じて、限りある資源の乱獲
を防ぎ、ひいては、地球温暖化問題、循環社会形成に、社員一丸となって取り組む企業
を目指します。

株式会社　東部サービスセンター　環境方針

[環境経営理念]

[基本方針]



運用期間(令和4年4月〜令和5年3月)の環境目標

目標削減率 目標値

㎏-CO2 -1% 130,841

購入電力 kWｈ -1% 54,155

ガソリン L -2% 3,107

軽油 L 39,025

ｔ -1% 3.47

％ 100%

ｔ -2% 8.47

t +2% 6504.69

㎥ -2% 221

グリーン購入の推進 － 現状把握

排出事業者への分別指導 件 5

中期の環境目標（前年度比削減目標）

基準年度

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

㎏-CO2 132,163 -1% -2% -3%

購入電力 kWｈ 54,702 -1% -2% -3%

ガソリン L 3,170 -2% -3% -4%

軽油 L 39,025

ｔ 3.5 -1% -2% -3%

％ 100% 100% 100%

ｔ 8.64 -2% -3％ -4％

t 6377.15 +2% +3% +4%

㎥ 226 -2% -3% -4%

グリーン購入の推進 － －

排出事業者への分別指導 件 5 5 10 15

＜備考＞

１． 「購入電力」の二酸化炭素排出係数は、東京電力（平成27年度）の調整後排出係数「0.441㎏-CO2/kWh」（2020年度）を使用した。

２． グリーン購入の活動は定性目標とする

産業廃棄物排出量

古紙回収量

古紙回収量

水使用量

項目

二酸化炭素排出量

目標年度
単位

産業廃棄物リサイクル率

内訳

調達時はグリーン購入に配慮する

一般廃棄物排出量

水使用量

Ⅳ　環境経営目標

令和4年

平成4年4月〜令和5年3月単位

内訳

二酸化炭素排出量

項目

産業廃棄物排出量

産業廃棄物リサイクル率

一般廃棄物排出量



4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

① 消灯の徹底（１回／週チェックする）

② 高効率照明機器の導入

③ 未使用設備の電源OFF

① 温度設定夏28℃　冬20℃

② クールビズ、ウォームビズ

③ フィルター定期清掃

④ エアコンディショナー簡易点検

⑤ 使用していない部屋空調停止

⑥ 遮光対策

① 日常・定期点検の実施

② 回収ルートの効率化

③ 無駄なスピード運転の禁止

① コピー用紙の両面使用

② 封筒の再利用

③ 廃棄物の分別とリサイクル

① 古紙、カン、ビン、ペットボトル等の分別化

② 新規顧客の開拓

① 営業活動にて新規顧客獲得

② 提携会社と協力して事業拡大

① 節水表示

② 洗車時の節水

③ 水漏れ点検の実施

① 環境ラベル対応品の購入検討

② 何回も使える物品の購入検討

① 環境ラベル登録品の購入検討

② 何回も使える物品の購入検討

① 分別方法を示した冊子を作成の検討

② 取引先への教育方法の検討

Ⅴ　環境経営計画

節水

グリーン
購入

杉山
加藤

事務所

上水

渡邉

渡邉

古紙・古布 長坂

（取組期間：令和4年4月～令和5年3月）

環境に
配慮した

自社の取り組
み

用具・器具

事務用品

渡邉

責任者項目区分 活動項目

二酸化炭素
の

削減

産業廃棄物
一般廃棄物

加藤

杉山

目的

照明

乗用車
トラック
フォーク

加藤

古紙・古布
回収量

スケジュール

廃棄物
の

リサイクル

木村

空調

杉山

購入電力

ガソリン
・

軽油

機会を見て検討中



運用期間（令和4年4月〜令和5年3月）の実績

削減率 値 削減率 値

-1% 130,841 +1% 134,062 ×

購入電力 -1% 54,155 -5% 52,030 〇

ガソリン -2% 3,170 -10% 2,866.38 〇

軽油 39,025 4% 40,491.08 ×

-1% 3.47 -10% 3.15 〇

100% 100% 〇

-2% 8.470 0% 8.64 △

+2% 6504.69 -1% 6325.05 ×

-2% 221.00 26% 284 ×

実績把握 考慮し購入 〇

排出事業者への分別指導 5 5 〇

＜評　価＞

×

〇

〇

次年度の環境経営目標 ※中長期目標（前年度比削減目標）

削減率等 目標値

㎏-CO2 -1% 132,721

購入電力 kWｈ -1% 51,510

ガソリン L -1% 2,809

軽油 L 40,491

ｔ -1% 3.12

％ 100%

ｔ -1% 8.467

t +2% 6,451.50

㎥ -1% 278.32

－ 現状把握

排出事業者への分別指導 件 5

令和5年度
令和5年4月〜令和6年3月

基準値

基準期間

－

3.15

100%

8.64

6325

284

－

52,030

2,866.38

40,491.08

運用期間

令和4年度

グリーン購入の推進

古紙回収量

水使用量

産業廃棄物排出量

産業廃棄物リサイクル率

一般廃棄物排出量

二酸化炭素排出量

内訳

134,062

一般廃棄物排出量 8.64

廃棄物

(原因)　人員が増加し、パッカーの稼働台数が増えた為。回収先も増えた為。

(原因)　日常点検をしっかり行った上でエコドライブ（急発進・急加速）を実践できた為。

(予防)　今後も、取り組み内容を明確にし、健康・安全運転に気を付けて節約に努めます。

－

水使用量 226㎥

〇

項目 単位

運用期間

―

5

(原因)　こまめに温度調整や電気の消灯を行った為。一部蛍光灯からＬＥＤに変えた。

(予防)　今後も節電に心掛けます。

ｔ

39,025L

3,170

㎏-CO2

6377.15

％

目標 実績
基準値 評価

×

古紙回収量

産業廃棄物排出量

二酸化炭素

項目

54,702

ｔ

t

単位

132,163

基準期間

3.50

令和3年4月
〜

令和4年3月

kWｈ

L

(予防)　今後も防犯カメラ検証、警察への通報を徹底する。注意貼り紙による不法投棄抑止を強化していきます。

古紙回収量

グリーン購入の推進

件

電力

ガソリン

軽油

(原因)　リサイクルステーションの回収量が減った為。

(是正)　市場の流れや、採算に合うかどうか見極めながら、回収量の増加を目指します。

二酸化炭素

〇

〇

×

Ⅵ　環境経営目標の実績とその評価
次年度の環境経営目標

内訳

×

グリーン購入の推進

分別指導

(原因)　軽油使用量が増加した為。

　事務用品や備品については環境に優しい物品を積極的に購入した。

　分別排出指導の依頼があった事業者様には指導を実施した。

(原因)　不法投棄品に関して、その後の処理を徹底した為。

(原因)　人員、パッカー稼働台数増加に伴い水使用量が増えた為。

(是正)　エコドライブ（急発進・急加速）に心掛けルートの効率化を考えていきます。

水
(是正)　朝礼等による節水の意識づけを心掛けていきます。

産業廃棄物リサイクル率 100%

令和4年4月〜令和5年3月



今後（次年度）の取組

評価 内容 内容

① 消灯の徹底（１回／週チェックする） ○ 徹底された 継続実施

② 高効率照明機器の導入（LED化１０台） △ 一部実施 継続実施

③ 未使用設備の電源OFF ○ 徹底された 継続実施

① 温度設定（夏28℃　冬20℃） ○ 実施された 継続実施

② クールビズ、ウォームビズ ○ 実施された 継続実施

③ フィルター定期清掃 ○ 実施された 継続実施

④ エアコンディショナー簡易点検 ○ 実施された 継続実施

⑤ 使用していない部屋の空調停止 ○ 実施された 継続実施

⑥ 遮光対策 〇 実施された 継続実施

① 日常・定期点検の実施 〇 実施された 継続実施

② 回収ルートの効率化 △ 急な回収依頼多い 情報の迅速化に努めます

③ 無駄なスピード運転の禁止 ○ 実施された 継続実施

④ 省エネ車導入 △ 検討実施 継続実施

① コピー用紙の両面使用 ○ 実施された 継続実施

② 封筒の再利用 ○ 実施された 継続実施

③ 廃棄物の分別とリサイクル ○ 実施された 継続実施

① 古紙、カン、ビン、ペットボトル等の分別化 ○ 実施された 継続実施

② 新規顧客の開拓 △ 検討実施 継続実施

① 営業活動にて新規顧客獲得 ○ 実施された 継続実施

② 提携会社と協力し事業拡大 ○ 実施された 継続実施

① 節水表示 ○ 実施された 継続実施

② 洗車時の節水 ○ 実施された 継続実施

③ 水漏れ点検の実施 ○ 実施された 継続実施

① 環境ラベル対応品の購入検討 △ 検討実施 継続実施

② 何回も使える物品の購入検討 〇 実施された 継続実施

① 環境ラベル登録品の購入検討 △ 検討実施 継続実施

② 何回も使える物品の購入検討 △ 検討実施 継続実施

① 分別方法を示した冊子を作成の検討 △ 検討実施 継続実施

② 取引先への教育方法の検討 △ 検討実施 継続実施

＜備考＞

１．取組期間の評価は令和3年4月～令和4年3月の実績評価である。

２．評価判定（○・・・良くできた、×・・・できなかった）

環境に配慮した自社の取り組み

節水

廃棄物
の

リサイクル

事業所
排出物

備品

上水

産業廃棄物

グリーン購入

古紙・古布
回収量

古紙・古布

事務用品

Ⅶ　環境経営計画に基づき実施した取組内容・取組結果とその評価
次年度の環境経営計画

照明

空調

目的 活動項目

（取組期間：令和4年4月～令和5年3月）

評価
項目

二酸化炭素
の

削減

乗用車
トラック
フォーク



Ⅷ　当 社 の 取 組 み

◆社内注意書きで社員の意識づけ◆

工場内に貼り付け



◆地域との融合活動◆

「 SDGs 」に取り組んでいます

古紙や古布を回収しごみ減量に貢献するだけではなく、
古紙を原料にして出来た紙が再び流通することにより資源の枯渇を防ぎます。

365日24時間受入れ可能なリサイクルステーションを各地域設置しております。
気軽に古紙リサイクルに貢献できます。

古紙回収ステーションの運営
地域 沼津市 三島市 御殿場市 裾野市 伊豆の国市 函南町 清水町 小山町

設置数 12 1 3 5 1 2 2 1

　各市町村の住民の方々に、たくさんご利用いただいております。
　分別指導や、ご年配の方々のお手伝いもしております。



１．環境関連法規の遵守状況
当事業所に適用される環境関連法規の遵守状況を確認した結果、違反はありませんでした。

評価日　令和5年8月1日

評価者　環境管理責任者　渡邉陽子

条項 遵守事項または規制基準 当社の適用及び対応 遵守評価

第12条第2項 産業廃棄物の適正保管
・保管基準の遵守、保管場所の表示（60cm×60cm　以上掲示）
・廃棄物の悪臭・飛散防止

○

第12条第5項 産業廃棄物の委託処理 収集運搬及び処分許可業者への委託 ○

第12条第6項 運搬又は処分を委託する場合の処理基準の遵守 処理業者と契約契約書の締結 ○

第12条の3第１項 マニフェストの交付 〇

第12条の3第2項 マニフェストの保管 Ａ票、5年間保管 ○

第12条の3第3項 収集・運搬業者の管理票交付者へのマニフェスト返却 B1票の90日以内の送付等 〇

第12条の3第4項 中間処理業者の管理票交付者へのマニフェスト返却 D票の180日日以内の送付等 ○

第12条の3第6項 マニフェストの保管 B2、D、E票の5年間保管 ○

第12条の3第7項 マニフェスト交付状況の知事報告 6/30までに報告書提出 ○

第12条の3第8項 管理票写しの送付がない時の適切な措置の実施 運搬又は処分業者からのＢ2（90日以内）,D,E票（180日以内）の期間内返却 ○

第14条第1項 産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者の許可 県知事の許可 ○

第14条第12項 産業廃棄物処理基準の順守 産業廃棄物収集運搬業者 ○

第14条の2
産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者許可等変
更

県知事の許可 ○

第16条 不法投棄の禁止 ○

第6条 水銀含有廃棄物規制 保管と許可業者への引き渡し ○

第5条 規制基準値の遵守 騒音の測定（市及び自主検査） 対象外

第6条 特定施設の届出 空気圧縮機（原動機の定格出力が7.5kw)

第8条 特定施設の数等の変更の届出 変更無し

第5条 規制基準値の遵守 騒音の測定（市及び自主検査） 対象外

第6条 特定施設の届出 金属加工機械(液圧プレス） 対象外

第8条 特定施設の変更等の届出 届出内容の変更無し 対象外

家電リサイクル法
（特定家庭用機器再商品化法）

第6条
特定家庭用機器廃棄物の収集・運搬をする者等への適切な引
き渡し、料金の支払

指定家電廃棄時のリサイクル料金の支払 対象外

第8条 使用済自動車の引渡義務

第73条 使用済自動車の引き取り業者への引き渡し リサイクル料金の支払（廃車時）

第55条 乗車又は積載の方法 設備された場所以外の乗車又は積載の禁止 ○

第70条 安全運転の義務 危害を及ぼさないような速度と方法で運転 ○

第74条 車両等の使用者の義務 交通法規の遵守 ○

道路運送車両法 第47条の2 日常点検整備及び定期点検整備
・日常点検整備
・定期点検整備（3か月点検整備 、6か月点検整備 、１年点検整備）

○

消防法 第9条の4 指定可燃物の届出 古布、紙屑、プラスチック類 ○

第16条

冷凍空調機器：全ての第一種特定機器が対象
①自身での「簡易点検(３ヶ月に１回以上)」実施
電動機定格出力に応じ有資格者による「定期点検」
②空調機（50kW以上）１年に１回以上
③空調機（7.5kW～50kW未満）３年に１回以上
④冷凍冷蔵機器（7.5kW以上）１年に１回以上

・①企業・法人の管理者が確認（簡易点検の実施（3カ月に1 度））
・②、③、④有資格者による定期点検実施

○

第41条 第1種特定製品廃棄等実施者の引渡義務
製品管理者のフロン類回収業者へのフロン類の引き渡し義務

〇

第52条 騒音基準の遵守義務

第53条 騒音特定施設の届出 空気圧縮機（原動機の定格出力が3.75kw) 対象外

第55条 騒音特定施設変更の届出

第79条 振動基準の遵守義務

第80条 振動特定施設の届出 金属加工機械(液圧プレス）

第82条 振動特定施設の変更等の届出

第82条 産業廃棄物管理責任者の設置 ○

第10条 委託先の実地確認と記録の保存 現地確認記録の保管 ○

環境基本法 第8条 自主努力義務、行政への協力 EA21の取組 ○

地球温暖化対策推進法 第5条 自主努力義務、行政への協力 EA21の取組 ○

循環型社会形成推進基本法 第11条 廃棄物の３R及び適正処理の推進 廃棄物の分別、行政への協力 ○

リサイクル法
（資源の有効な利用の促進に関する法律）

第4条
指定再資源化製品のリサイクルへの協力
（適正廃棄）

パソコン、小型二次電池等の廃棄時 対象外

グリーン購入法
（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）

第5条 事業者の責務（国等の施策への協力等） 物品の購入、借り受け等する場合の環境物品等の選択 ○

２．違反、訴訟等の有無

関係機関からの指摘、利害関係者からの訴訟も過去３年間ありませんでした。

責務
・

努力
法令

Ⅸ　環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟の有無

騒音規制法

振動規制法

（当社エアコ
ンプレッサー

は3.7Kw）

（当社エアコ
ンプレッサー

は3.7Kw）

法律・条例

自動車リサイクル法
（使用済自動車の再資源化等に関する法律）

義務

法令

廃棄物処理法
（廃棄物の処理及び清掃に関する法律）

道路交通法

対象外

静岡県条例

静岡県生活環境の保全等に関する条例

静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例

フロン排出抑制法
（フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法
律）



作成　 令和5年8月1日

確認

1 □

2 □

3 □

4 □

5 □

6 □

7 □

8 □

変更の
必要性

1 有 ・ 無

2 有 ・ 無

3 有 ・ 無

4 有 ・ 無

5 有 ・ 無

6 有 ・ 無

1.見直し関連情報

2.代表者による全体評価・見直し指示

「有」の場合の指示事項等

項    目

取引先、業界、関係行政機関、その他の外部
動向

特に問題ありませんでした。

令和4年度のエコアクションの取組は「電気使用量、ガソリン使用量、廃棄物量」が達成しました。

「軽油使用量、古紙回収量、総排水量」が未達成となっています。

理由として、人員増員による稼働パッカーの台数が増えた事、リサイクルステーションの回収量が減った事が

考えられます。

コロナ禍に加えロシアによるウクライナ侵攻において燃料や電力の価格高騰は諸経費の圧迫となり

会社経営は一段と厳しくなっています。

その中でまず出来ることは従業員一人一人の意識を高めていくことだと思います。

「環境負荷の低減・経費削減」という目標を常に意識させ、今後も取り組んでいきます。

　令和5年8月1日　代表取締役　  加藤　治美

別紙にて報告するようにします。

別紙報告の通り

記録・文書として作成しました。

二酸化炭素、軽油、古紙回収量、水使用量、未達
成。

改善し、継続して取り組みます。

問題点の是正・予防措置の実施状況

（必要に応じて評価・コメント記載）

その他のシステム要素

その他（外部への対応）

環境に関する組織（実施体制含め）

Ⅹ　代表者による全体の評価と見直し・指示

前年度基準に目標を見直す。

年間を通じて、現状を再度把握し、再検討する。

環境経営方針

見直し項目

環境経営計画

環境経営目標

記録に記載いたしました。

エコアクション21文書

環境経営目標及び目標達成状況

環境経営計画及び取り組み実施状況

環境関連法規要求一覧及び遵守状況

外部コミュニケーション・対応記録

その他（                                            ）

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔



〈 緊急時対策 〉

想定される環境に於ける緊急事態について、

環境への影響を最小限にくいとめること、内外への連絡を円滑に行うこと、

可能な範囲で事前に想定、準備すること、また定期的にその訓練を行う。

更に緊急事態の発生や、訓練の後、対応の評価と改善策を行う。

〈 訓練記録 〉

訓練日

・消火器を使用しての訓練を行った。全員が消火器の使い方を習得した。

・収集物に危険物が混入する可能性は低いが、ダンボールを積み込む際に細心の注意を払い

　危険物の除去をする事を再度確認した。

対応策

①倉庫内に消火器を常備している。

②回収時、危険物除去の徹底確認。

想定される緊急事態

①各コンテナに初期消火ができる消火剤を
取り付けている。
　
②リサイクルステーション利用者、近隣住民
に緊急連絡先の周知。

放火による

原因

コンテナ内に放火され
古紙が燃えてしまう

可燃物混入により倉庫内で火災
が起きてしまう

可燃物
混入による

環境上の緊急対策

※評価と改善策

対処・訓練等

倉庫内火災

原因

2023.4.20
回収物に

危険物混入

想定される緊急時の状況 参加者

現場担当者
全員

消火器の取り扱い訓練

　　　　　　　　作成日：令和5年8月1日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 作成者：渡邉陽子

想定のパターン

古紙リサイクルボックス
で火災が起こった

倉庫内で
火災が起こった場合



いつもご利用頂きありがとうございます。
緊急時には、速やかに上記へご連絡をお願い申し上げます。

※交通事故の場合は、当事者間での問題となりますのでご連絡は不要となります。

　　　　㈱東部サービスセンター

夜間：055-924-5011

【古紙ステーション緊急時連絡先】

㈱東部サービスセンター

日中：055-925-1911



【近隣住民の皆様・ご利用者の皆様へ】

　　いつも分別にご協力頂きありがとうございます。
　　緊急時には下記へご連絡をお願い申し上げます。

株式会社　
東部サービスセンター

㈱東部サービスセンター
　日中：055-925-1911
　夜間：055-924-5011


